
 

奈井江町ふるさと応援特産品等協力事業者募集要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、ふるさと納税制度を活用し、奈井江町（以下「町」という。）の産業振

興及び活性化につなげるため、寄附者への返礼品として贈呈する特産品やサービス（以下

「特産品等」という。）を提供する法人、団体又は個人事業者（以下「協力事業者」とい

う。）の募集について必要な事項を定めるものとする。 

（協力事業者の要件） 

第２条 協力事業者は、次の各号すべての要件に該当しているものとする。 

(１) 本社（本店）、支社（支店）、事業所又は工場が町内にある法人、団体又は個人事業

者であること。ただし、前段に規定する協力事業者からの提供ができない特産品等で、町

長が認める協力事業者ついては、この限りでない。 

(２) 役員等（協力事業者が法人、団体である場合にはその役員又はその支社（支店）若し

くは常時委託業務等の契約を締結する事業所の代表者を、協力事業者が個人事業者である

場合にはその者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止策に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団の構成員でないこと。 

(３) 役員等が破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第４条に規定する暴力主義的破壊

活動を行う団体等に所属していないこと。 

(４) 町民税及び町に納付すべき公共料金（以下「町民税等」という。）を滞納していない

こと。 

(５) 各種法規則、条例に沿った操業、生産、製造、加工・サービスを行っていること。 

(６) 町からふるさと納税推進業務を委託された事業者（以下「委託事業者」という。）が

必要とする書類の提示が可能であること。 

（特産品等の要件） 

第３条 特産品等は、次の各号すべての要件に該当しているものとする。 

(１) 町内において生産・製造・加工・販売・サービスの提供がなされていること。 

(２) 町の振興及び活性化につながる特産品等であること（飲食物については、特産品等到

着後５日程度一定期間の賞味期限が保証されるもの。）。 

(３) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めるもの（ただし、製品の性質上期間限

定、数量限定で供給可能であるものについてはこの限りでない。）。 

２ 特産品等の価格が、送料を除き、消費税及び梱包料等の必要経費を含め、寄付金額の３割

以下となるように寄付金額を定める。 

（協力事業者及び特産品等の募集並びに審査） 

第４条 協力事業者及び特産品等の募集は、随時行うものとする。 

２ 協力事業者及び特産品等の応募内容の審査のため、奈井江町ふるさと応援協力事業者等選

定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

３ 選定委員会は、企画財政課参事、産業観光課長及び保健福祉課長をもって構成する。 

４ 選定委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、企画財政課参事をもって充てる。 

５ 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員

が委員長の職務を代理する。 

６ 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者に意見を求めることができる。 

（協力事業者の登録申請） 



 

第５条 協力事業者の登録をする者は、奈井江町ふるさと応援特産品等協力事業者登録申請書

（第１号様式）に必要事項を記入し、添付書類とともに提出するものとする。この場合にお

いて、委託事業者からその業務のために必要とする事務書類の提出について依頼があった場

合には、当該書類を別途委託事業者に提出するものとする。 

（協力事業者の決定） 

第６条 前条の申請があった場合において町長は、速やかに登録の可否を決定し、その結果を

奈井江町ふるさと応援特産品等協力事業者登録決定通知書（第２号様式）により通知するも

のとする。 

（協力事業者の登録取り消し） 

第７条 町長は、協力事業者が第２条に違反した場合及びその他町長がやむを得ない理由があ

ると認めた場合は、協力事業者の登録を取り消し、奈井江町ふるさと応援特産品等協力事業

者登録取消通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

（特産品等の登録取り消し） 

第８条 町長は、特産品等が第３条に違反した場合及びその他町長がやむを得ない理由がある

と認めた場合は、特産品等の登録を取り消し、奈井江町ふるさと応援特産品等登録取消通知

書（第４号様式）により通知するものとする。 

（特産品等の変更申請） 

第９条 協力事業者は、特産品等の内容を追加又は変更（以下「追加等」という。）しようと

する場合は、奈井江町ふるさと応援特産品等追加（変更）申請書（第５号様式）を提出する

ものとする。 

（特産品等の変更決定） 

第10条 前条の申請があった場合において町長は、速やかに追加等の可否を決定し、その結果

を奈井江町ふるさと応援特産品等追加（変更）決定通知書（第６号様式）により通知するも

のとする。 

（協力事業者等の取りやめ） 

第11条 協力事業者は、協力事業者又は特産品等の登録を取りやめる場合には、奈井江町ふる

さと応援特産品等取りやめ報告書（第７号様式）を町長に提出するものとする。 

２ 取りやめ予定日については、事前に委託業者と協議の上報告することとし、取りやめ予定

日以前に寄附者が希望した特産品等については、登録時同様の取扱いとする。 

（個人情報の取扱い） 

第12条 協力事業者は、この事業による業務を遂行するため、個人情報の取扱いについては、

奈井江町個人情報保護条例（平成17年奈井江町条例第９号）及び関係法令を遵守しなればな

らない。 

（その他） 

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、公布の日から施行し、平成30年８月１日から適用する。 

２ この要領の施行前に広告掲載契約を行った特産品等の寄附額については、第３条第２項を

適用しない。 

附 則（令和元年５月17日規程第９号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年８月１日規程第24号） 



 

この規程は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規程第４号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月１日規程第37号） 

この規程は、令和２年７月１日から施行する。 



 

第１号様式（第５条関係） 

 



 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

 



 

第４号様式（第８条関係） 

 



 

第５号様式（第９条関係） 

 



 

第６号様式（第10条関係） 

 



 

第７号様式（第11条関係） 

 


